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配
布
方
法

▼
詳
し
く
は
、
土
木
課
（
☎
66
・
１
０
４
9
）
へ
。

▼
詳
し
く
は
、
危
機
管
理
・
防
災

課
（
☎
66
・
１
０
８
９
）
へ
。

　
市
道
倉
谷
工
業
団
地
線
の
一
部
区
間（
左
図
の
斜
線
部
分
）は
、

平
成
25
年
７
月
１
日
か
ら
病
院
建
設
工
事
の
た
め
、
通
行
止
め

に
な
り
ま
す
。

　
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

も
し
も
の
と
き
に
備
え
て
事
前
に
記
入
を

原
子
力
災
害
時
の
避
難
カ
ー
ド
を
配
布

　
市
で
は
、
今
年
３
月
に
策
定
し

た「
原
子
力
災
害
住
民
避
難
計
画
」

に
基
づ
き
作
成
し
た
「
避
難
カ
ー

ド
（
暫
定
版
）」（
Ａ
４
サ
イ
ズ
）

を
各
世
帯
に
配
布
し
ま
す
。

　
こ
の
カ
ー
ド
は
、
原
子
力
災
害

が
発
生
し
、
避
難
指
示
が
出
さ
れ

た
場
合
に
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
迅

速
か
つ
的
確
な
避
難
誘
導
と
避
難

者
の
把
握
に
活
用
す
る
と
と
も

に
、避
難
時
集
結
場
所
で
の
混
乱
・

混
雑
の
防
止
に
役
立
て
よ
う
と
す

る
も
の
で
す
。
　

　
も
し
も
の
と
き
に
備
え
て
、
事

前
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
お

き
、
す
ぐ
に
持
ち
出
せ
る
よ
う
分

か
り
や
す
い
場
所
に
保
管
し
て
お

い
て
く
だ
さ
い
。
市
民
の
皆
さ
ん

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
避
難
カ
ー
ド
の
様

式
は
暫
定
版
で
す
。
現
在
、
他
市

町
と
統
一
し
た
様
式
に
す
る
こ
と

も
含
め
、
府
と
調
整
中
で
す
。
様

式
が
新
た
に
決
ま
っ
た
場
合
や
変

更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か

に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
次
の
方
法
で
６
月
中
旬
ご
ろ
に

配
布
し
ま
す
。

❖
自
治
会
を
通
じ
て
各
世
帯
に
配
布

❖
危
機
管
理
・
防
災
課
、
西
支
所
、

加
佐
分
室
、
中
央
・
東
・
南
・
西

加
佐
公
民
館
、
大
浦
・
城
南
会
館
、

東
・
西
図
書
館
、
東
・
西
消
防
署

に
配
置

❖
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載

【情報公開制度】　
　平成 24 年度の行政文書の開示請求件数は 48 件

（23 年度は 79 件）。実施機関別では、市長が 31 件、
水道事業管理者が 15 件、議会が２件。請求に対す
る決定は、全部開示が 10 件、部分開示が 22 件、
不開示が１件、存否応答拒否が１件、不存在が14件。
　なお、不存在および部分開示などに対する不服申
し立てはありませんでした。
　開示請求のあった主な文書は次のとおり。（  ）
内は担当部署
▪全部開示… ❖工事に係る起案紙（清掃事務所）
❖生活保護の相談・申請処理状況（福祉援護課）
❖水道部人事行政の運営などの状況（水道部業務課）
❖各会派の視察報告書（議会事務局総務課）ほか
▪部分開示（個人情報などを除き開示）… ❖清掃
事務所第二工場点検整備補修工事の設計書など（清
掃事務所）❖懲戒処分書、処分理由説明書（職員課）
❖政務調査費収支報告書（議会事務局総務課）ほか
▪不開示（個人情報のため）… 児童扶養手当に係
る資料（子ども支援課）
▪不存在（不作成・廃棄などのため）… ❖工事の
見積書・検査調書など（清掃事務所）❖生活保護の
面接相談マニュアル（福祉援護課）❖職員の懲戒処
分件数がわかる文書（水道部業務課）ほか

情報公開・個人情報保護制度　平成 24 年度運用実績

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す

通
行
止
め
の
お
知
ら
せ

北
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伊
佐
津
川

中丹東保健所

府道小倉西舞鶴線

自家用車
バスなど

自家用車
バスなど

自家用車など

自治会など

市指定の

※市指定の避難先は
　現在、避難先の　
　各市などと調整中

※避難時集結場所に立ち寄る必要なし

❖避難カードに
補足事項を記入

避難時集結場所
原
子
力

　

災
害
発
生

避難者の流れ

避難カードの流れ

「避難カード」の取り扱いのイメージ

※
上
記
の
方
法
で
避
難
カ
ー
ド
を

ど
う
し
て
も
入
手
で
き
な
い
場
合

や
詳
し
い
記
入
要
領
に
つ
い
て

は
、
危
機
管
理
・
防
災
課
へ
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

❖避難カードを自治
会などで収集し、ま
とめて避難時集結場
所へ提出　

❖市職員に
避難カードを渡す

❖事前に必要事項
を避難カードに記
入し、わかりやす
い場所に保管

避難先
または

知人宅など

【個人情報保護制度】
　個人情報の開示請求件数は 11 件（23 年度は 11
件）。実施機関別では、市長が９件（住民票写し等請
求書など）、病院事業管理者が２件（診療記録など）、
請求に対する決定は、全部開示が７件、部分開示が
３件、不存在（不取得）が１件でした。部分開示な
どに対する不服申し立てはありませんでした。

※運用実績の詳細は、情報公開コーナーのほか、市
ホームページでも閲覧できます。

《情報公開コーナーをご利用ください》　
　情報公開コーナー（市役所本館１階）は、市民相
談課の横に設置していますのでご利用ください。
　なお、情報公開コーナーでは、市政に関する計画
書や報告書、パンフ
レットなどを自由に
閲覧できます（コピ
ー可。有料）。
　また、行政文書や
自己情報の開示請求
などの相談も受け付
けています。

▶詳しくは、総務課情報公開係（☎ 66・1044）へ。

▲情報公開コーナー

位置図

通行止め区間

平常時

避難指示


